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Ｉ  調査の目的 

こ の地下水質調査は、水質汚濁防止法第 15 条の規定に基づく 地下水の水質汚濁状況の常時

監視を目的と し て行ったも のであり 、 同法第 17 条の規定に基づき 公表する も のです。  

 

Ⅱ 調査方法等 

１  調査期間 

令和５ 年（ ２ ０ ２ ３ 年） ４ 月から 令和６ 年（ ２ ０ ２ ４ 年） ３ 月ま で 

 

２  調査項目 

（ １ ） 環境基準項目（ 28 項目）  

カド ミ ウ ム、 全シアン、 鉛、 六価ク ロ ム、 砒素、 総水銀、 アルキル水銀※、 ポリ 塩化ビ

フ ェ ニル（ Ｐ Ｃ Ｂ ） 、 ジク ロ ロ メ タ ン、 四塩化炭素、 ク ロ ロ エチレン（ 別名塩化ビニル

又は塩化ビニルモノ マー） 、 1, 2-ジク ロ ロ エタ ン、 1, 1-ジク ロ ロ エチレ ン、 1, 2-ジク ロ

ロ エチレ ン、 1, 1, 1-ト リ ク ロ ロ エタ ン、 1, 1, 2-ト リ ク ロ ロ エタ ン、 ト リ ク ロ ロ エチレン、

テト ラ ク ロ ロ エチレ ン、 1, 3-ジク ロ ロ プロ ペン、 チウ ラ ム、 シマジン、 チオベンカルブ、

ベンゼン、 セレ ン、 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、 ふっ素、 ほう 素、 1, 4-ジオキサン 

※ アルキル水銀は総水銀が検出さ れた場合のみ調査を実施 

 

（ ２ ） 要監視項目（ 24 項目）  

ク ロ ロ ホルム、 1, 2-ジク ロ ロ プロ パン、 p-ジク ロ ロ ベンゼン、 イ ソ キサチオン、 ダイ

アジノ ン、 フェ ニト ロ チオン（ ＭＥ Ｐ ） 、 イ ソ プロ チオラ ン、 オキシン銅（ 有機銅） 、

ク ロ ロ タ ロ ニル（ Ｔ Ｐ Ｎ ） 、 プロ ピザミ ド 、 Ｅ Ｐ Ｎ 、 ジク ロ ルボス （ Ｄ Ｄ Ｖ Ｐ ） 、 フ ェ

ノ ブカルブ（ Ｂ Ｐ ＭＣ ） 、 イ プロ ベンホス（ Ｉ Ｂ Ｐ ） 、 ク ロ ルニト ロ フェ ン（ Ｃ Ｎ Ｐ ） 、

ト ルエン、 キシレ ン、 フタ ル酸ジエチルヘキシル、 ニッ ケル、 モリ ブデン、 アンチモン、

全マンガン ※、 ウ ラ ン、 ペルフルオロ オク タ ン ス ルホン酸（ Ｐ Ｆ Ｏ Ｓ ） 及びペルフルオロ

オク タ ン酸（ Ｐ Ｆ ＯＡ ）  

※ 溶解性マン ガン を 測定 

 

３  調査方法 

環境基準に係る 告示に定めら れた測定方法によ り 実施し た。  

 

４  調査機関 

熊本県、 熊本市、 国土交通省九州地方整備局熊本河川国道事務所、 錦町 

 

５  調査の種類 

調査名 対象井戸 目的 

( 1)  概況調査 ①新規概況調査( G点)  

 

（ 原則と し て） 過去に調査

を 行っ ていない井戸 
地域の地下水の概況を 把握

する ための調査 
②定点監視調査( T点)  

 

地域の代表地点の井戸 

継続的な 監視を する た めの

調査( 毎年同じ 井戸を 調査)  

 ③定点監視調査補助点調査 

（ N点）    

定点監視調査を 補う 地点の

井戸 

( 2) 継続監視調査 

 

①  汚染地区調査( M点)  

 

過去に汚染のあ っ た井戸 

ひ 
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②検出井戸周辺地区調査( K点)  過去に有機塩素化合物等が 

検出さ れた井戸 

③特定地点調査( A点)  荒尾地域硝酸性窒素削減計

画の指標井戸 

( 3) 汚染井戸周辺

地区調査 

①汚染井戸周辺地区調査( S点)  新たに汚染が発見さ れた井

戸の周辺井戸 

新た に 発見さ れた 汚染の

範囲を 確認する た めの調査 

    

※上記以外に「 その他の調査」 と し て地下水の調査を行う こ と があり ま す。  

 

（ １ ） 概況調査 

① 新規概況調査（ G点）  

地域の全体的な地下水の概況を把握する ために、原則と し てこ れま で未調査の井戸

で実施する 水質調査です。 平成元年度から 以下の調査を実施し ていま す。  

      ・ 平成元～3 年度： 全市町村を 対象に有機塩素化合物を中心に実施（ 1～5 ㎞ﾒｯｼｭ）  

： 県内を対象に硝酸性窒素の第一次メ ッ シュ 調査（ 5 ㎞ﾒｯｼｭ）  

      ・ 平成 4～5 年度： 有機塩素化合物を使用する 工場・ 事業場の周辺井戸調査 

      ・ 平成 6～9 年度： 全市町村を対象に硝酸性窒素の第二次メッシュ調査（1～5 ㎞ﾒｯｼｭ） 

      ・ 平成 10～12 年度： 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を中心に実施 

      ・ 平成 13～15 年度： ふっ素、 ほう 素の調査を実施 

      ・ 平成 16～18 年度： 砒素、 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、 ふっ素の調査を実施 

      ・ 平成 19～21 年度： 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、 ふっ素の調査を実施 

             （ 熊本市は平成 21 年度に揮発性有機化合物の調査を実施）  

      ・ 平成 22～24 年度： 塩化ビ ニルモノ マー、 1, 2-ジク ロ ロ エチレ ン 、 1, 4-ジオキサン

の調査を 実施（ 熊本市は揮発性有機塩素化合物の調査を 実施）  

      ・ 平成 25～27 年度： 熊本地域（ 熊本市及び周辺市町村） において硝酸性窒素及び亜

硝酸性窒素の調査を 実施（ 熊本市は砒素、ふっ 素の調査も 併せ

て実施。 ）  

      ・ 平 成 2 8 年 度： 鉛、 砒素の調査を 実施（ 県内 3 年ﾛ ﾘーﾝｸﾞ ( 熊本市除く ) ）  

熊本市では硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、 砒素、 ふっ 素の調査

を 実施 

・ 平 成 2 9 年 度： 熊本地震の影響を 考慮し て新規概況調査を 休止 

・ 平 成 3 0 年 度： 鉛、 砒素、 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の調査を 実施 

（ 県内 3 年ﾛ ﾘーﾝｸﾞ ( 熊本市除く ) ）  

・ 令 和 元 年 度： 鉛、 砒素、 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の調査を 実施 

（ 県内 3 年ﾛ ﾘーﾝｸﾞ ( 熊本市除く ) ）  

          ・ 令 和 2 ～4 年 度： 令和 2 年 7 月豪雨及び新型コ ロ ナウ ィ ルス 感染症の影響によ

り 新規概況調査を 休止 

          ・ 令 和 5 年 度： 過去に調査が実施さ れていない地域（ 空白地域） を 対象に硝酸性

窒素及び亜硝酸性窒素の調査を 実施 

 

② 定点監視調査（ T点）  

地域の代表的な地下水質を監視する ための継続的な調査をいいま す。平成 3 年度ま

では、熊本市を含む周辺 9 市町で実施し ていま し たが、平成 4 年度に県下全市町村に

それぞれ 1～13 地点を設定し て毎年調査を実施し ていま す。  
 

ひ 

ひ 

ひ 

ひ 
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③ 定点監視調査補助点調査（ N点）  

定点監視調査（ T点） を 補う ための調査です。 主に熊本市東部の硝酸性窒素濃度

等の監視のために、 平成 20 年度から 実施さ れていま す。  

 

（ ２ ） 継続監視調査 

汚染地区等の地下水質の動向を監視する ための継続的、経年的な水質調査で、「 汚

染地区調査」 、「 検出井戸周辺地区調査」 、「 特定地点調査」 の３ つの調査で構成さ

れていま す。  

 

① 汚染地区調査（ M点）  

地下水汚染が確認さ れた地区の地下水質の動向を監視する ための継続的な調査を

行いま す。  
それま でに汚染が確認さ れた地区を調査地区と し て設定し て、 平成元年度から 調

査を実施し ていま す。 その後、 新たな汚染地区が確認さ れた場合には、 随時調査地

区と し て追加し ま す。  

 

② 検出井戸周辺地区調査（ K点）  

揮発性有機塩素化合物等が環境基準を超過し ていないも のの検出さ れた井戸及び
その周辺地区の地下水質の動向を監視する ための継続的な調査です。 それま でに揮

発性有機塩素化合物が低濃度で検出さ れた井戸及びその周辺地区を 調査地区と し て

設定し て、 平成 4 年度から 実施し ていま す。  
ま た、 平成 30 年度に実施し た菊池市地下水調査（ 項目： 硝酸性窒素及び亜硝酸性

窒素） の結果から 、 基準（ 10mg/L） を超過し ていないも のの、 比較的高濃度( 7mg/L

以上) の値を示し た地点を新たな K点と し て選定し ていま す。  

 

③ 特定地点調査（ A点）  

荒尾地域硝酸性窒素削減計画の指標井戸で、 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素濃度
の動向を 監視する ための継続的な調査です。  

 

（ ３ ） 汚染井戸周辺地区調査 

○汚染井戸周辺地区調査（ S 点）  

概況調査等によ り 、 新たに発見さ れた汚染について汚染の範囲を確認する ために

実施する 地下水の水質調査をいいま す。  
 

（ ４ ） その他の調査 

   令和５ 年度は、 熊本県地下水質調査測定計画外での調査はあり ま せんでし た。  
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Ⅲ 調査結果の概要 

近年では、 重金属や揮発性有機塩素化合物（ 以下「 VOC」 と いう 。 ） によ っ て新たに地下

水が汚染さ れる 事例はほと んど あり ま せんが、 過去の汚染によ り 長期間 VOCが検出さ れて

いる 井戸や地域によ っては自然由来と 推測さ れる 砒素、 ふっ素、 ほう 素によ り 汚染さ れた

井戸が確認さ れていま す（ 図 1 参照） 。 ま た、 令和 4 年度には、 要監視項目である ペルフ

ルオロ オク タ ンス ルホン酸（ Ｐ Ｆ Ｏ Ｓ ） 及びペルフルオロ オク タ ン酸（ Ｐ Ｆ Ｏ Ａ ） が 2 本の

井戸で指針値（ 暫定） を超過し ている こ と が確認さ れま し たが、 令和 5 年度の調査では、 新

たな指針値超過地点は確認さ れま せんでし た。  

一方、 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、 地下水の環境基準（ 10 mg/L） を 超過し

ている 井戸が県内各地で見ら れま す。 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素によ る 汚染の主要因

は、 生活排水の不適切な処理、 過剰な窒素肥料の溶脱、 家畜排せつ物の不適正処理と さ れ

ており 、熊本県では平成 13 年度から 、こ れら の汚染源から の窒素負荷を 削減する よ う 取り

組んでいま す。  

特に荒尾及び熊本地域では、 それぞれ「 第二期荒尾硝酸性窒素削減計画( 令和 4 年度) 」 、

「 熊本地域硝酸性窒素削減計画( 平成 16 年度) 」 、「 熊本地域地下水総合保全管理計画（ 平

成 20 年度） 」 を 策定し 、 全ての指標井戸で硝酸性窒素濃度を 環境基準以下にする こ と を 目

標と し 、 関係機関等と 連携し ながら 各種対策を推進し ていま す。  

さ ら に、 平成 27 年 4 月には県農林水産部にて「 熊本県地下水と 土を 育む農業推進条例」

が施行さ れ、 農業の持続的発展を通し た地下水保全と 土づく り に関する 恒久的な取組みが

開始さ れていま す。  

地下水は一旦汚染さ れる と 、 汚染対策には膨大な時間と 多額の経費を 必要と する こ と か

ら 、 地下水の流動に関する 調査研究や計画的なモニタ リ ング及び汚染の未然防止に向けた

対策が必要と なっ ていま す。  

詳細については、 表-１ ～８ を 参照し てく ださ い。  
 

調査地点及び結果 

 

（ １ ） 概況調査 

① 新規概況調査（ G点）  

・  調査休止 

② 定点監視調査（ T点）  

・  調査地域： 県下全市町村 

・  測定項目： 地下水の水質汚濁に係る 環境基準項目（ 27 項目） 、 要監視項目（ 24 項

目）  

・  測定回数： 年 1～6 回 

・  調査地点数： 計 102 地点 

・  環境基準超過：砒素（4５井戸）、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（１井戸）、ふっ素（8 井

戸）、ほう素（2 井戸） 

・  指針値超過： マンガン ※（ 5 井戸） 、 ペルフ ルオロ オク タ ンス ルホン酸（ Ｐ Ｆ Ｏ Ｓ ）
及びペルフルオロ オク タ ン酸（ Ｐ Ｆ Ｏ Ａ ） （ 2 井戸）  

※溶解性マン ガン を 測定 

③ 定点監視調査補助点調査（ N点）  
・  調査地域： 熊本市 

・  測定項目： 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

・  測定回数： 年 1～2 回 

・  調査地点数： 計 21 地点 

ひ 

ひ 
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・  環境基準超過： なし  

 

（ ２ ） 継続監視調査 

① 汚染地区調査（ M点）  

・  調査地域： 熊本市、 八代市、 人吉市、 荒尾市、 水俣市、 玉名市、 山鹿市、 菊池市、

宇土市、 上天草市、 宇城市、 阿蘇市、 天草市、 合志市、 美里町、 玉東町、 南関町、

長洲町、 和水町、 南阿蘇村、 御船町、 氷川町、 芦北町、 多良木町、 湯前町、 相良

村、 山江村、 あさ ぎり 町、 苓北町 

・  測定項目： 全シアン、 鉛、 砒素、 揮発性有機塩素化合物、 セレン、 硝酸性窒素及び

亜硝酸性窒素、 ふっ素、 ほう 素 

・  測定回数： 年 1～4 回 

・  調査地点： 計 286 地点 
・  環境基準超過： 砒素（ 26 井戸） 、 1, 2-ジク ロ ロ エチレ ン（ 2 井戸） 、 ト リ ク ロ ロ エ

チレ ン（ 6 井戸） 、 テト ラ ク ロ ロ エチレ ン（ 8 井戸） 、 ベンゼン（ 1 井戸） 、 硝酸性

窒素及び亜硝酸性窒素（ 59 井戸） 、 ふっ素（ 37 井戸） 、 ほう 素（ 1 井戸）  

 

② 検出井戸周辺地区調査（ K点）  

・  調査地域： 熊本市、 八代市、 菊池市、 宇土市、 上天草市、 阿蘇市、 合志市、 山都町、
あさ ぎり 町、 錦町 

・  測定項目： 揮発性有機塩素化合物、 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（ 菊池市のみ）  

・  測定回数： 年 1 回 

・  調査地点数： 計 45 地点 

・  環境基準超過： 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（ 3 井戸）  

 
③ 特定地点調査（ A点）  

・  調査地域： 荒尾市 

・  測定項目： 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

・  測定回数： 年 1 回 

・  調査地点： 計 18 地点 

・  環境基準超過： 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（ 4 井戸）  

 

（ ３ ） 汚染井戸周辺地区調査 

・  なし  

 

（ ４ ） その他の調査 

・  なし  

 

 

 

  

- 

 

ひ 
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図１  令和５ 年度（ ２ ０ ２ ３ 年度） 地下水質調査における 環境基準等超過地点 

 

 

要監視項目（溶解性マンガン）

ふっ素

ほう素

要監視項目（PFOS及びPFOA）

砒素

VOC（揮発性有機化合物）

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
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項　　　目
環境基準
[mg/L]

報告下限値
[mg/L]

カドミウム 0.003以下 0.0003

全シアン 検出されないこと 0.1

鉛 0.01以下 0.005

六価クロム 0.02以下 0.01

砒素 0.01以下 0.005

総水銀 0.0005以下 0.0005

アルキル水銀 検出されないこと 0.0005

ＰＣＢ 検出されないこと 0.0005

ジクロロメタン 0.02以下 0.002

四塩化炭素 0.002以下 0.0002

クロロエチレン 0.002以下 0.0002

１，２－ジクロロエタン 0.004以下 0.0004

１，１－ジクロロエチレン 0.1以下 0.002

１，２－ジクロロエチレン 0.04以下 0.008※2

１，１，１－トリクロロエタン 1以下 0.0005

１，１，２－トリクロロエタン 0.006以下 0.0006

トリクロロエチレン 0.01以下 0.001

テトラクロロエチレン 0.01以下 0.0005

１，３－ジクロロプロペン 0.002以下 0.0002

チウラム 0.006以下 0.0006

シマジン 0.003以下 0.0003

チオベンカルブ 0.02以下 0.002

ベンゼン 0.01以下 0.001

セレン 0.01以下 0.002

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10以下 0.02※3

ふっ素 0.8以下 0.08

ほう素 1以下 0.01

１，４－ジオキサン 0.05以下 0.005

（別記）　地下水の水質汚濁に係る環境基準※1

※１　要監視項目における指針値については、第１編 Ⅲ （別記２）に記載

※２　報告下限値内訳（シス－1,2－ジクロロエチレン：0.004、トランス－1,2-ジクロロエチレン：0.004）

※３　報告下限値内訳（硝酸性窒素：0.01　亜硝酸性窒素：0.01）

213


